
「原子力関連ビジネスフェア」周知ＰＲ・管理運営等業務 

企画提案競技実施要領 

 

１ 目的及び概要  

  この要領は、「原子力関連ビジネスフェア」の県内企業（受注者側）の参加募集とフ

ェア当日の管理運営等業務を委託するにあたり、優れた企画提案を広く募集し、委託先

候補者を選定するために実施する企画提案競技について、必要な事項を定めるものです。 

 

２ 企画提案を募集する業務  

別紙「「原子力関連ビジネスフェア」周知ＰＲ・管理運営等業務委託仕様書（案）」の

とおり 

 

３ 応募資格  

  応募資格を有する方は、応募する時点で、次の要件を全て満たす方とします。  

（１）青森県内に事務所又は事業所を有する法人又は個人事業主であること。 

（２）当該事業を的確に遂行できる能力を有すること。  

（３）宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体、特定の公職者（候補者を含む）

や政党などを推薦、支持又は反対する目的の団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の

下にある団体や個人でないこと。  

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により、本県

における一般競争入札に参加できない者でないこと。  

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）による手続きを行っているものでないこと。 

（６）青森県発注の契約に係る指名停止処分を受けていないこと。 

（７）国税及び地方税等の滞納がないこと。 

（８）ＮＰＯ法人については、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）に基づく

事業報告書等を提出していること。 

 

４ 委託件数及び予算額  

 ・委託件数 １件 

 ・予 算 額 ４，９４６，０００円（消費税及び地方消費税含む） 

  ※委託契約額は、委託先候補者の選定後、青森県が委託先候補者から徴取した見積書

の内容を精査し、予算の範囲内で決定します。したがって、企画提案額と委託契約

額が同額にならないことがあります。 

 

５ 委託契約期間  

 委託契約日から令和８年１１月３０日（月）まで 

 

 

 



６ 応募手続き 

（１）提出書類  

ア 参加表明書（様式１） 

イ 企画提案書（様式２） 

（２）応募方法 

上記（１）に掲げる書類のうち、参加表明書は１部（電子メール可）、企画提案書 

は各５部を郵送又は持参で提出ください。なお、提出書類は返却しません。 

(３) 提出期限 

参加表明書：令和８年７月１５日（水）１７時（必着） 

企画提案書：令和８年７月２４日（金）１７時（必着） 

        

７ 審査の方法及び選定基準等  

（１）審査の方法 

 応募期限後、（２）の選定基準を基に総合的に評価し、書類審査により委託事業者を

選定します。 

（２）選定基準 

  ア 遂行能力 

   ・類似する催しの周知ＰＲの実績、ノウハウ及びネットワーク等の保有 

・類似する催しの開催運営に係る実績、ノウハウ等の保有 

・実施内容に応じた人員配置、体制の整備 

・経営基盤、管理体制 等 

イ 実施内容  

 ・参加企業募集に係る周知・ＰＲ計画の具体性、実効性、対象企業への到達性 

ウ 経費の見積内容 

 ・経費、積算の妥当性 等 

エ その他 

・積極性、独自の創意工夫 等 

 

８ 選定結果の通知と契約の締結  

（１）選定結果の通知  

   採否を問わず、提案者に対して文書によりお知らせします。 

（２）委託契約の締結 

  ア 委託契約の締結に当たっては、地方自治法や青森県財務規則をはじめとする諸規

程に基づき、委託契約を締結します。 

  イ 企画提案事業の内容については、調整の上、変更することがあります。 

 ウ 委託業務の成果等は、原則として県に帰属します。 

 

９ 応募に関する質問の受付及び回答  

（１）受付期限 

令和８年７月１５日（水）１７時（必着） 



（２）質問方法 

・質問票（様式３）に記入の上、電子メールで提出ください。 

（３）回答方法 

・質問票を提出した者宛てに、電子メールで回答します。 

・なお、青森県において、公平性等の観点から、質問又は回答の内容が他の提案者 

にも知らせるべき内容等と判断される場合には、他の提案者に対しても同様の情 

報を通知します。 

 

１０ 実績報告及び委託費の請求  

（１）実績報告 

   委託業務の受注者は、業務完了後、速やかに実績報告書を提出する必要があります。 

（２）委託費の請求 

   県が実施する完了検査に合格した後、委託費の請求が可能となります。 

 

１１ 留意事項  

（１）本業務の実施にあたり制作等された資料や画像等に係る著作権及び所有権並びに事

業の成果等は委託者に帰属します。 

（２）委託業務の実施に当たっては、委託契約書及び仕様書に従っていただきます。また、

業務の受託により得られた情報等については、業務終了後においても守秘義務があ

りますので、留意してください。 

（３）委託費による財産の取得は認められません。 

（４）提出された企画提案書等は返却しません。 

（５）企画提案書等の提出に係る経費は提案者が負担してください。 

 

１２ 情報公開・情報提供  

  本事業の取組状況や成果については、随時、県のホームページや広報紙等で公開する

場合があります。    

 

１３ 問合せ先・応募窓口  

   〒０３０－８５７０ 青森県青森市長島一丁目１番１号（県庁北棟７階） 

   青森県環境エネルギー部 原子力立地対策課 地域振興グループ 

   電 話：０１７－７３４－９７３７  ＦＡＸ：０１７－７３４－８２２５ 

   電子メール：g-richi@pref.aomori.lg.jp 


